
議案第５号  

 

 瑞穂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  平成３０年３月１日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正及び基礎課税額等

の算定規定を見直すため、条例を改正する必要があるので、本案を

提出する。  

 

 

   瑞穂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

 

 瑞穂町国民健康保険税条例（昭和４０年条例第１号）の一部を次

のように改正する。  

 

第２条第１項を次のように改める。  

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。  

（１）基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する

特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用（国

民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の規定による国民

健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険事  



業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、都の国民  

健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確  

保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期

高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定

による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）  

（２）後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用（都の国民健康保険に

関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付

に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。）  

（３）介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、

介護保険法第９条第２号に規定する第２号被保険者であるも

のをいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金課税額（国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（都の国民健康保険に関する特別会計において負担する

介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）  

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中

「第１項」を「第１項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」を

「第１項第３号」に改め、「（国民健康保険の被保険者のうち介護

保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同

じ。）」を削る。  

第３条第１項中「１００分の４．８６」を「１００分の５．０６」

に改める。  

第５条の３中「１００分の１．３１」を「１００分の１．５１」

に改める。  

第１０条第２項中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、同

条第９項中「第２条第１項の額から」を「同項の額から」に改める。  

 

   附  則  



 （施行期日）  

１  この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  

 （適用区分）  

２  改正後の瑞穂町国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。  
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瑞穂町国民健康保険税条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条 略 第1条 略 

(課税額) (課税額) 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定し

た次に掲げる額の合算額とする。 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定し

た基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民

健康保険に要する費用(高齢者の医療の確

保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規

定による後期高齢者支援金等(以下この条

において「後期高齢者支援金等」という。)

及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規

定による納付金の納付に要する費用を除

く。)に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援

金等課税額(国民健康保険税のうち、後期高

齢者支援金等の納付に要する費用に充てる

ための国民健康保険税の課税額をいう。以

下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に

属する国民健康保険の被保険者のうち同法

第9条第2号に規定する被保険者であるもの

につき算定した介護納付金課税額(国民健

康保険税のうち、同法の規定による納付金

の納付に要する費用に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合

算額とする。 

(1)基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民

健康保険に関する特別会計において負担す

る国民健康保険事業に要する費用(国民健

康保険法(昭和33年法律第192号)の規定に

よる国民健康保険事業費納付金(以下この

条において「国民健康保険事業費納付金」

という。)の納付に要する費用のうち、都 

の国民健康保険に関する特別会計において

負担する高齢者の医療の確保に関する法律
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(昭和57年法律第80号)の規定による後期高

齢者支援金等(以下この条において「後期高

齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平

成9年法律第123号)の規定による納付金(以

下この条において「介護納付金」という。)

の納付に要する費用に充てる部分を除く。)

に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。) 

(2)後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険

税のうち、国民健康保険事業費納付金の納

付に要する費用(都の国民健康保険に関す

る特別会計において負担する後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てる部分に

限る。)に充てるための国民健康保険税の課

税額をいう。以下同じ。) 

 

(3)介護納付金課税被保険者(国民健康保険の

被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に

規定する第2号被保険者であるものをいう。

以下同じ。)につき算定した介護納付金課税

額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用(都の国民

健康保険に関する特別会計において負担す

る介護納付金の納付に要する費用に充てる

部分に限る。)に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。) 

 

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第

2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び被保険者均等割額の合算額と

する。ただし、当該合算額が54万円を超え

る場合においては、基礎課税額は、54万円

とする。 

2 前項の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の

世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民

健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び被保険者均等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が54万円を超える場合

においては、基礎課税額は、54万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及

びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が19万円を

3 第1項の後期高齢者支援金等課税額は、世

帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその

世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額の合算額とす

る。ただし、当該合算額が19万円を超える
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超える場合においては、後期高齢者支援金

等課税額は、19万円とする。 

場合においては、後期高齢者支援金等課税

額は、19万円とする。 

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納

付金課税被保険者   である世帯主(前

条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に

属する介護納付金課税被保険者につき算定

した所得割額及び被保険者均等割額の合算

額とする。ただし、当該合算額が16万円を

超える場合においては、介護納付金課税額

は、16万円とする。 

4 第1項の介護納付金課税額は、介護納付金

課税被保険者(国民健康保険の被保険者の

うち介護保険法第9条第2号に規定する被保

険者であるものをいう。以下同じ。)である

世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びそ

の世帯に属する介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が1

6万円を超える場合においては、介護納付金

課税額は、16万円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る所得割額) (国民健康保険の被保険者に係る所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法(昭

和25年法律第226号。以下「法」という。)

第314条の2第1項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額から同条第2項の

規定による控除した後の総所得金額及び山

林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総

所得金額等」という。)に100分の5.06を乗

じて算定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法(昭

和25年法律第226号。以下「法」という。)

第314条の2第1項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額から同条第2項の

規定による控除した後の総所得金額及び山

林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総

所得金額等」という。)に100分の4.86を乗

じて算定する。 

2 略 

第4条から第5条の2 略  

2 略 

第4条から第5条の2 略 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の所得割額) 

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.51を乗じ

て算定する。 

第5条の3 第2条第3項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に100分の1.31を乗じ

て算定する。 

第5条の4から第9条 略 

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第10条 略 

第5条の4から第9条 略 

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課) 

第10条 略 

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した

者には、その消滅した日(国民健康保険法 

   第6条第1号から第8号までのいずれ

かに該当することにより納税義務が消滅し

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した

者には、その消滅した日(国民健康保険法

(昭和33年法律第192号)第6条第1号から第8

号までのいずれかに該当することにより納
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た場合において、その消滅した日が月の初

日であるときは、その前日)の属する月の前

月まで、月割をもって算定した第2条第1項

の額とする。 

税義務が消滅した場合において、その消滅

した日が月の初日であるときは、その前日)

の属する月の前月まで、月割をもって算定

した第2条第1項の額とする。 

3から8 略 

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納

税義務者の世帯に属する特例対象被保険者

等(法第703条の5の2第1項に規定する特例

対象被保険者等をいう。以下同じ。)となっ

た者がある場合には、当該特例対象被保険

者等となった日を第1項の賦課期日とみな

して算定した当該納税義務者に係る第2条

第1項の額を当該特例対象被保険者等とな

った者が当該世帯に属する特例対象被保険

者等でないものとみなして算定した当該納

税義務者に係る同項の額から控除した残額

を、当該特例対象被保険者等となった日の

属する月から、月割をもって当該納税義務

者の国民健康保険税の額から減額する。 

 

第10条の2から第15条 略 

 

   附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成30年4月1日から施行す

る。 

 (適用区分) 

2 改正後の瑞穂町国民健康保険税条例の規

定は、平成30年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、平成29年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の

例による。 

 

 

3から8 略 

9 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納

税義務者の世帯に属する特例対象被保険者

等(法第703条の5の2第1項に規定する特例

対象被保険者等をいう。以下同じ。)となっ

た者がある場合には、当該特例対象被保険

者等となった日を第1項の賦課期日とみな

して算定した当該納税義務者に係る第2条

第1項の額を当該特例対象被保険者等とな

った者が当該世帯に属する特例対象被保険

者等でないものとみなして算定した当該納

税義務者に係る第2条第1項の額から控除し

た残額を、当該特例対象被保険者等となっ

た日の属する月から、月割をもって当該納

税義務者の国民健康保険税の額から減額す

る。 

第10条の2から第15条 略 
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